
Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
1 就業機会の拡大と労働環境の整備

Ⅲ-1

担当課

760冊

　厚生労働省では、毎年６月を「男
女雇用機会均等月間」と定めてお
り、この期間中、市のホームページ
へ掲載し、ポスターを掲示して周知
を図った。
　また、育児・介護休業法について
は、ホームページへ掲載し、青森
県最低賃金については、「広報とわ
だ」・市のホームページへ掲載して
周知を図った。

4
　ビジネスに関する資料760冊余
を、常設展示コーナーに設置し、
利用を図っている。

市民図書館

　市ホームページを
活用して相談窓口の
周知を図る。

商工労政課

基本目標
重点項目

施策の方向
平成26年度事業実施状況及び評価

27年度計画
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題実績数値 女性比

1
女性の職域拡
大、能力向上の
ための情報提供

　女性の能力発揮の
ためのセミナーや相
談、研修等の情報を
提供する。

4

　十和田市雇用創造推進協議会
（商工労政課事務局）が実施するス
キルアップや能力向上に関するセ
ミナーの情報提供を実施し、多くの
かたが受講した。
　セミナーの女性受講者数・・63.3%
　（累計248人中女性157人）

　設置箇所が限定されて
いるため、数多くの人に周
知するための取り組みが
必要である。

　引き続きセミナーに
関する情報提供を実
施し、受講生の確保
に努める。

商工労政課

雇用・就業に関
する各種情報の
収集・提供

2

　利用者が探しやす
いよう、ビジネス支援
コーナーを設置し、
広く市民に提供す
る。

　利用しやすい場所
に設置しているので、
新刊による新しい情
報を提供し、広く利用
してもらうようにしてい
く。

4

　引き続き関係機関
からのポスターやパ
ンフレットなどによる
情報提供に努めるほ
か、「広報とわだ」や
市ホームページを活
用して、更なる周知に
努める。

商工労政課

　育児・介護休業法などま
だまだ認知されていない
ところがあるので、周知活
動の強化が必要である。

1

　関係機関と連携し、
事業主及び就業者等
に対して雇用機会均
等法及び育児・介護
休業法などの周知を
図り、仕事と家庭両立
支援や雇用情報等を
提供する。

248人 63.3%

　「ビジネスコーナー」設
置を広く市民にＰＲし、利
用の拡大を図っていく必
要がある。

3

再雇用等労
働に関する
相談体制の
充実

1

　再就職に関す
る各種情報の提
供と相談体制の
充実

　関係機関と連携し、
再就職に関する情報
の提供、相談機能の
充実を図る。

4

　就職面接会開催などについて、
関係機関からのポスターの掲示や
パンフレットの設置により情報提供
を行った。
　また、求人情報についても、市の
１階ホールに設置し、就職に関す
る情報の提供に努めた。

　就職相談窓口での情報
提供の強化が必要であ
る。

2

女性の職業
意識の向上
と能力開発
の促進

1

男女の均等
な就業機会
の拡大と情
報提供の推
進

1
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問題点及び今後の課題
担当課

商工労政課

施策の方向
平成26年度事業実施状況及び評価

　引き続き定期的なポス
ターの掲示やチラシの設
置を行う一方、関係機関と
の連携により掲示や設置
の方法について、再度整
理が必要である。

実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 取組の実績
27年度計画

　関係機関からのポ
スターの掲示やセミ
ナー等に関するチラ
シの設置により情報
提供を行う。
　また、提供している
情報を多くのかたに
周知ができるよう、掲
示や設置箇所を変更
し、更なる周知の徹
底に努める。

3

再雇用等労
働に関する
相談体制の
充実

2
　資格取得等の
学習機会と情報
の提供

　関係機関と連携し、
資格取得等の学習機
会と情報の提供を図
る。

4
　関係機関からのポスターの掲示
やセミナー等に関するチラシの設
置により情報提供を行った。

2



Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
2 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）のための環境づくり

Ⅲ-2

　一時預かり事業、休日
保育事業について、保護
者への周知不足もあり利
用者が少ない状況にあ
る。

　利用可能となった高学
年について、利用者拡大
のために周知が必要であ
る。

障害児保育事業
４カ所
ふれあい保育事業
５カ所
延長保育促進事業
29カ所
一時預かり事業
４カ所
休日保育事業
３カ所
地域子育て支援拠点
事業　７カ所
病児・病後児保育事
業　　１カ所
ファミリー・サポートセ
ンター事業　1カ所

担当課

基本目標
重点項目

施策の方向
平成26年度事業実施状況及び評価

27年度計画
実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

　入所児童数の確保
に努め、適正な指導
により事業の充実を
図る。以下定数
・三本木小学校仲よ
し会 　105人
・北園小学校仲よし
会　　　　 120人
・南小学校仲よし会
100人
・東小学校仲よし会
70人
・西小学校仲よし会
70人
・ちとせ小学校仲よし
会        110人
・藤坂小学校仲よし
会　　　 70人
・法奥小学校仲よし
会　　　　   35人
・沢田小学校仲よし
会　　　 35人
合計715人

福祉課

1

保育サービ
スや介護
サービス等
の充実

1
保育サービスの
充実に対する支
援

2
学童保育事業の
充実

　保護者が労働等に
より放課後家庭にい
ない児童に対し、適
正な遊び等を指導す
るため、放課後児童
健全育成事業（仲よ
し会）の充実を図る。

4

障害児保育事業　４カ所（利用児
童４人）
ふれあい保育事業　５カ所（利用児
童16人）
延長保育促進事業　23カ所（年
3,045人）
一時預かり保育事業　１カ所（年
206人）
休日保育事業　３カ所（年327人）
地域子育て支援拠点事業　７カ所
（年15,818人）
病児・病後児保育事業　　１カ所
（年703人）
ファミリー・サポートセンター事業1
カ所（年438人）

平成26年4月1日現在の入所児童
数
　・三本木小学校仲よし会　　65人
　・北園小学校仲よし会　　　 70人
　・南小学校仲よし会　　　　　67人
　・東小学校仲よし会　　　　　59人
　・西小学校仲よし会　　　　　39人
　・ちとせ小学校仲よし会　　 65人
　・藤坂小学校仲よし会　　　 35人
　・法奥小学校仲よし会　　　 16人
　・沢田小学校仲よし会　　　 20人
合計436人

436人

福祉課

　保護者が労働・疾
病等により保育に欠
ける乳幼児を保育す
るため、保育サービス
の充実を図り、特に、
地域における保育需
要に対応するため、
延長保育や障害児保
育等の特別保育事
業、地域子育て支援
事業等を実施する。

4

3
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育児・介護休業制度の認
知不足及び制度活用件
数がまだまだ少ないの
で、継続的な周知が必要
である。

4
市のホームページへの掲載やパン
フレットの設置により、育児・介護休
業に関する情報提供を行った。

商工労政課

高齢介護課
Ⅳ-3-1と重

複
3

地域包括支援セ
ンターの充実

◇総合相談事業
　窓口相談や情報提
供等により、各専門
機関と連携し問題解
決に向け支援する。
◇権利擁護事業
　高齢者が住み慣れ
た地域で安全に暮ら
していくために個人
の権利が守られるよう
支援する。

4

◇総合相談の内容
　包括相談件数：1,223件、延べ対
応件数：2,311件
　在宅介護支援センター相談件
数：939件
◇権利擁護の内容
　虐待通報：19件、認知症に関する
相談：91件、
　成年後見支援事業による市長申
立て：5件

施策の方向
平成26年度事業実施状況及び評価

27年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

1

保育サービ
スや介護

サービス等
の充実

実績数値 女性比

1
育児・介護休業
制度の情報の提
供

　男女の労働者がと
もに育児・介護休業
が取得できるように制
度等に関する情報の
提供を行う。

引き続きポスターの
掲示やパンフレットの
設置により、育児・介
護休業に関する情報
提供に努めるほか、
「広報とわだ」や市
ホームページを活用
して、周知に努める。

　地域の中では、複雑で
多様な課題をもっている
ケースが増加しており、き
め細やかな対応が求めら
れる現状となってきてい
る。また、これらのケース
が住み慣れた地域で、安
心して生活していくために
は、身近な場所での自立
に向けた支援が不可欠で
ある。そのために、地域に
根差して活動している在
宅介護支援センターの機
能を生かし、初期段階の
相談対応の強化を図って
いく必要がある。　また、
お互いが持つ課題や対
応策などを共有し、今後
の対応を生かしていくた
めに、地域ケア会議を開
催していく。

2

家事・育児・
介護等をと
もに担う環
境づくり

　継続的に、窓口・電
話相談や市民からの
情報提供を受け、事
態が深刻になる前
に、早期に相談支援
や対応ができるよう
に、関係機関との連
携を深め対応する。
　また、地域ケア会議
や個別ケア会議によ
り、高齢者をとりまく現
状や課題を検討す
る。

4
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人事課

人事課2
職員の育児・介
護休業の取得推
進

　市職員の育児・介
護休業が取得しやす
い環境づくりを図る。

4

1
子育てに関する
情報誌の発行

　子育てに関する情
報を提供する。

5

　市ホームページ上に掲載してい
る十和田市子育て情報を更新し
た。
子どもすこやか手帳配付　386人

　最新の情報を提供する
ために、定期的にサポー
ト情報を更新したり、見直
しが必要である。

育児休業取得者７名（すべて女性）
育児短時間勤務取得者２名（すべ
て女性）
部分休業３名（すべて女性）
介護休業１名（女性）
早出勤務１名（女性）

取得者
１４名

　仕事と育児・介護の両立
に悩む職員が見受けられ
るので、制度の活用事例
を紹介するなど相談支援
体制の充実を図ること。

27年度計画 担当課
№ 事業名

100%

健康増進課

内容 評価 取組の実績 問題点及び今後の課題

2
次世代育成支援
特定事業主行動
計画の推進

　職員が安心して子
育てをしていくことが
できる環境の整備と
具体的な支援策の実
施

3

　育児休業、育児短時間勤務など
の諸制度については、国、県に準
じて整備済みであり、申出者には
取得させている。
　また、昨年度と同様に、申出がし
難いなどの弊害を感ずることがない
よう運用面においても配慮した。

14人

施策の方向
平成26年度事業実施状況及び評価

　男性職員の取得者がな
く、子育ては女性の負担
が大きいことが伺われるこ
とから、男性職員の取得
が進む環境づくりが課題
である。

家事・育児・
介護等をと
もに担う環
境づくり

2

3
子育て支援
体制の充実

　乳児家庭全戸訪問
時、子どもすこやか手
帳を配付し、十和田
市子育てサポート情
報を紹介する。十和
田市子育てサポート
情報の更新、見直し
をする。

　国、県の施策に迅
速に対応できるよう情
報収集に努め、引き
続き、各種支援策の
円滑な実施に努め
る。

　引き続き職員が育
児・介護をしようとす
る場合に利用できる
休業等の諸制度の周
知を図る。特に産前・
産後休暇取得者に育
児休業制度の内容を
説明し、同制度の正
確な理解を図る。ま
た、円滑な利用を促
進するために、休業
に係る補充人員の配
置等職場における支
援体制の整備を図
る。

実績数値 女性比

5
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3
家庭児童相談体
制の充実

　家庭児童相談員を
配置し、家庭におけ
る適正な児童養育、
家庭児童福祉向上の
ため、相談と指導を
行う。

　母子保健事業に係
る協力

4

　関係機関と連携を
密にし、家庭におけ
る適正な児童養育、
家庭児童福祉向上の
ため、相談と指導を
行う。

福祉課

27年度計画 担当課

100％

実績数値 女性比№ 事業名 内容 評価 問題点及び今後の課題

　月1回4か月児健康診査時及び2
歳児発達健康診査時において、そ
れぞれ概ね2人の保健協力員が健
診の受け付けや計測の補助を実施

48人

4

　家庭等における適正な児童養育
のために、児童相談所等の関係機
関と協力し、児童福祉向上のため
相談と指導を行った。
相談件数
・養育相談(虐待相談を含む)53件
・障害相談　2件
・育成相談（不登校相談等）　15件
・非行相談　2件
・その他の相談　1件　合計73件

73件

取組の実績

平成26年度事業実施状況及び評価

保健協力員による4か
月児健康診査時と2
歳児発達健康診査時
の受付及び計測補助
を継続する。

健康増進課4
保健協力員によ
る母子保健活動

　精神の病気を抱えた親
の相談が増加し、対応が
長期化している。
　専門的な知識や経験を
備えて対応していく必要
がある。

　最近の子育て事情の把
握のために、協力者が固
定しないよう多くの保健協
力員による協力が必要で
ある。また、健診に参加し
た母子に地域に住む保健
協力員を紹介し、、声掛
けや相談しやすい体制を
つくり、子育ての孤立化や
不安の解消を図る必要が
ある。

子育て支援
体制の充実

3

施策の方向

6



Ⅲ 安心して働ける労働環境づくり
3 自営等従事者の環境整備

Ⅲ-3

27年度計画 担当課
№ 事業名 内容 評価 取組の実績 実績数値 女性比 問題点及び今後の課題

・のうぎょうと農業委員会の発行　3
回
　（「広報とわだ」6月号・9月号・12
月号に記載　3回で6ページ）
・農作業労働賃金等標準額と農地
賃借料情報の発行（農協を通じて
全農家へ配布）

　掲載内容が固定化して
きているので、情報の収
集に努め、新たな情報提
供に努める必要がある。

　「のうぎょうと農業委
員会」について、これ
までどおり、年2回の
発行に努める。

農業委員会

1

技術・経営管理
能力向上に関す
る学習会、情報
の提供

　自営業を担う女性
就労者に対し、技術
や経営管理向上を図
るための学習機会や
セミナーの情報提供
に努める。

― 実績なし

家族経営協
定等の推進

2

120人 34.2％

施策の方向
平成26年度事業実施状況及び評価

1

自営業を担
う女性就労
者の環境づ
くり

　女性の自営業者を対象
としたセミナーが少ないた
め情報提供ができない。

基本目標
重点項目

農業委員会1
家族経営協定の
推進

　農業に携わる家族
全員で、経営方針の
決定、就業条件の整
備、生活面のルール
や福利厚生関係の策
定などを決定すること
により、女性の地位向
上とより充実した農業
経営を目指し、家族
経営協定の普及と締
結を促進する。

2 家族経営協定締結数　新規３組

2

3組

移動農業委員会

　地域の集会所で、
研修会を開催し、家
族経営協定の推進や
農業者年金加入推進
を図る。

5

３月８日　洞内地区　参加者40人
（男性26人、女性14人）
３月１５日　晴山地区　参加者58人
（男性36人、女性22人）
３月22日　芋久保地区　参加者22
人　（男性１７人、女性５人）

　町内会等の総会時に開
催するため、開催時期が
集中する。
　農地中間管理事業等の
情報提供も行っていきた
い。

　農業委員を通じて
移動農業委員会の開
催を募り、集落単位
での開催を図る。

農業委員会

　2010年農林業センサス
による販売農家数は2,709
戸である。26年度末での
実締結数は127組なの
で、更なるＰＲが必要であ
る。また、経営面において
は、依然として男性中心と
いう認識が強く、女性が先
頭に立つことが難しい部
分がある。

　市ホームページや
「広報とわだ」を活用
して情報提供を行う
ほか、移動農業委員
会でのＰＲに努める。

　引き続き自営業を
担う女性就労者を対
象としたセミナーの情
報提供に努める。

商工労政課

2
農業等に関する
学習機会・情報
の提供

　農業経営に係る知
識・技術についての
学習機会や情報の提
供に努める。

5

7


